
南国市保育施設等の利用調整に関する要綱

平成２７年 ３月 ５日告示第 １０号

平成３０年１１月２０日告示第１３４号

令和 ２年 ９月２９日告示第１５４号

令和 ２年１２月１５日告示第１７０号

令和 ５年１０月１８日告示第１２８号

令和 ６年 ９月２５日告示第１３７号

令和 ７年１１月１７日告示第１７０号

（趣旨）

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条第３項の

規定に基づき行う、保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号）第２７条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事

業等（児童福祉法に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育

事業をいう。以下同じ。）（以下「保育施設等」という。）の利用についての調

整（以下「利用調整」という。）に関し、基準その他必要な事項を定めるものと

する。

（利用調整の対象児童）

第２条 利用調整は、子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号又は第３号に規

定する子ども（以下「保育認定子ども」という。）が保育施設等を利用する場合

において、行うものとする。

（利用調整の基準）

第３条 利用調整は、別表に定めるところにより行うものとする。

（その他）

第４条 この要綱に定めるもののほか、利用調整に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
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（準備行為）

２ この要綱の規定による平成２７年度の利用調整に係る指数の算定は、この要綱

の 施行前においても行うことができる。

（南国市保育所入所承諾基準運用要綱の廃止）

３ 南国市保育所入所承諾基準運用要綱（平成１６年南国市告示第９９号）は、廃

止する。

附 則（平成３０年告示第１３４号）

（施行期日）

１ この要綱は、平成３１年１月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の南国市保育施設等の利用調整に関する要綱の規定は、平成３１年４月

１日以後に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整について適用し、

同日前に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整については、なお従

前の例による。

附 則（令和２年告示第１５４号）

（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の南国市保育施設等の利用調整に関する要綱の規定は、令和３年４月１

日以後に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整について適用し、同

日前に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整については、なお従前

の例による。

附 則（令和２年告示第１７０号）

（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の南国市保育施設等の利用調整に関する要綱の規定は、令和３年４月１

日以後に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整について適用し、同

日前に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整については、なお従前

の例による。

附 則（令和５年告示第１２８号）
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（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の南国市保育施設等の利用調整に関する要綱の規定は、令和６年４月１

日以後に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整について適用し、同

日前に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整については、なお従前

の例による。

附 則（令和６年告示第１３７号）

（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の南国市保育施設等の利用調整に関する要綱の規定は、令和７年４月１

日以後に保育の実施を受けようとする保育認定子どもに係る利用調整について適

用し、同日前に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整については、

なお従前の例による。

附 則（令和７年告示第１７０号）

（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の別表の規定は、令和８年４月１日以後に保育の実施を受けようとする

保育認定子どもに係る利用調整について適用し、同日前に保育の実施を受ける保

育認定子どもに係る利用調整については、なお従前の例による。



別表（第３条関係）

　保育施設等の利用調整は、本表に基づき行うものとする。
1

（１）基本指数

類型

100
95
90
80
60

100
95
90
80
60
80
75
70
60
50
95
90
85
75
55
75
70
65
55
45
45
40
60

15

入院 100
100

保育不能 80
保育困難 60

100

80

60

90

70

50

6  災害復旧 100

7  求職活動 20

　出産の準備や出産
後の休養が必要なと

き

産前産後８週以内の間にある場合

産前産後６ヶ月以内の間にある場合（産前産後８週以内の間にあ
る場合に該当するときを除く。）

疾病
在宅 一般

療養

常時病臥
長期入院　（おおむね１ヶ月以上）

保育施設等利用調整基準表

番
号

2

中心者

協力者
又は

専従者

自営業

 居宅外
 労働

1

月64時間以上90時間未満
月48時間以上64時間未満

自営業

 内職等

月64時間以上90時間未満
月48時間以上64時間未満

月120時間以上150時間未満
月90時間以上120時間未満

 居宅内
 労働

月150時間以上
月120時間以上150時間未満
月90時間以上120時間未満

月90時間以上120時間未満

月120時間以上
月120時間未満

月64時間以上90時間未満
月48時間以上64時間未満
月150時間以上
月120時間以上150時間未満

保護者の状況等

中心者

協力者
又は

専従者

月150時間以上

月90時間以上120時間未満

月64時間以上90時間未満
月48時間以上64時間未満
月150時間以上
月120時間以上150時間未満

細　　　目

会社等に雇用
されているもの

月150時間以上

月48時間以上64時間未満
月64時間以上90時間未満

月120時間以上150時間未満
月90時間以上120時間未満

震災、風水害、火災その他の復旧にあたっているとき

求職活動（起業準備を含む。）を継続的に行っている場合

3  出産

利用調整に当たっては、書類提出締切日までに提出された書類により、保育を必要とする状況を確認し、「（１）　基
本指数」と「（２）調整指数」により、指数を決定する。この指数が高い世帯より、保育の必要性が高いと判断し、利用
の決定をする。

4
 疾病
 障害

 介護
 看護

5

身体障害者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳１・２級、療育手帳Ａ１・Ａ２、要介護認
定３～５その他これらと同等程度と認められる者の常時介護又は入院、通院、通所等の付
添いのため、保育が常時困難と認められる場合

身体障害者手帳３級、精神障害者保健福祉手帳３級、療育手帳Ｂ１・Ｂ２、要介護認定１・２
その他これらと同等程度と認められる者の介護又は入院、通院、通所等の付添いのため、
保育が常時困難と認められる場合

上記以外の介護、看護で保育が困難と認められる場合

心身障害

身体障害者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳１級若しくは療育手帳Ａ１
を有している場合又はこれらと同程度と認められる場合

身体障害者手帳３級、精神障害者保健福祉手帳２級若しくは療育手帳Ｂ１を
有している場合又はこれらと同程度と認められる場合

身体障害者手帳４～６級、精神障害者保健福祉手帳３級若しくは療育手帳Ｂ２
を有している場合又はこれらと同程度と認められる場合

指数



80
75
70
65
60

9  育児休業 5
100

50～100
50～100

備考

1

2

3

　

4

　

5

　

6 特に定めのある場合を除き、利用開始希望日を基準日とする。

「育児休業」は、既に保育施設等を利用している保育認定子どもの転園の場合に適用し、新規の利用の場合は適
用しない。

　「居宅外労働」、「居宅内労働」のいずれにおいても、月４８時間以上（週３日以上または月１３日以上）の就労を
常態としていることが条件となる。ただし、特殊性を有する勤務形態の場合は、勤務状況に応じ別途判断する。

「居宅内労働」は、 居宅内（居宅内とは住居と就労の場所が同一又は密接している場合をいう。）で、自営業等に
従事しているものに適用する。

父母それぞれの状況に応じ、基本指数を設定する。

父母が複数の事由に該当する場合は、各々について基本指数が高い方の要件を採用する。

10  その他
父又は母が世帯内に不在（死亡・離婚・行方不明等によるもの）

上記以外の事項で、特に保育が必要と認められる場合

8  就学

月150時間以上
月120時間以上150時間未満
月90時間以上120時間未満
月64時間以上90時間未満
月48時間以上64時間未満

児童福祉の観点から、明らかに保育を必要とする緊急度が高いと判断される場合

 就学
 （職業訓練を含む）

育児休業中に転園を希望する場合



（２）調整指数

類型

30

10

10

10

-2

-43

12

18

8

15

10

50

15

35

13

5

4
そ
の
他

-18

備考

1

2

「心身に障害を有する」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者や
特別児童扶養手当の認定を受けている者とする。

「育児休業法」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、地方公務員の
育児休業等に関する法律その他の育児休業に関して規定する法令をいう。

令和８年４月１日以後の保育の実施に係る利用申込みにおいて、正当な理由なく保育施設の利
用内定を辞退する等、公正な利用調整に支障をきたすような行為を行ったことがある場合（同一
児童の申込みに限る。）

指数

新規申込みをする児童の保護者が、保育士、幼稚園教諭又は保育教諭として、南国市内の保
育施設等で就労する場合（就労予定の場合を含む。）及び労働基準法又は育児休業法に基づ
く産前産後休暇又は育児休業明けで復職予定の場合

単身赴任中の場合　（県外在住者のみ）

世帯の状況等

保育料未納世帯（未納分の保育料について、分割納付により定期的に納付している場合その
他未納分の保育料を納付する意思があると認められる場合は除く。）

 
世
帯
の
状
況

既に南国市に居住して他市区町村の保育施設等を利用し、当該保育施設等の継続利用の可
否が未確定である児童が、南国市内の保育施設等の利用を希望する場合（この細目は、４月入
所の場合に限り適用する。）

兄弟姉妹がすでに利用している保育施設等の同時利用を希望する場合
児
童
の
状
況

前々年度中から引き続き、兄弟姉妹がすでに利用している保育施設等を同時利用するために
転園を希望している場合

保育をすることができる６５歳未満の同居の親族等がいる場合

虐待又はＤＶのおそれがある等、社会的養護が必要な場合

転園申込みをする園児の保護者が、保育士、幼稚園教諭又は保育教諭として、南国市内の保
育施設等で就労する場合（就労予定の場合を含む。）及び労働基準法又は育児休業法に基づ
く産前産後休暇又は育児休業明けで復職予定の場合

番
号 細　　　目

生活保護世帯　（就労により自立が見込まれる場合）

申込児童を除く世帯員が心身に障害を有する世帯

多子世帯　（第３子以降の子どもがいる世帯）
1

保
護
者
の
状
況

2

3

ひとり親世帯　（死亡、離婚又は離婚調停中、未婚、行方不明、拘禁中等）

労働基準法又は育児休業法に基づく産前産後休暇又は育児休業明けで復職予定の場合（保
護者のいずれかが産前産後休暇又は育児休業を取得したままの状況又は求職活動の認定とな
る場合は除く。）

多胎児で同じ保育施設等の利用を同時に希望する場合

申込児童が心身に障害を有する場合



2

調整項目（優先する世帯）

保育料の滞納の無い世帯

調整を行う保育施設等の希望順位が高い家庭

基本指数（父母それぞれの指数を合計したもの）が高い家庭

調整指数において、適用される加算項目（加点されるものに限る。）が多い家庭

すでに認可外保育施設を利用している世帯又は南国市に転入予定ですでに保育施設等を利用している
世帯

家庭で保育をしている世帯

南国市内の保育施設等（家庭的保育事業等の卒園児を除く。）をすでに利用している家庭

18歳未満の扶養子どもの人数が多い家庭

保育施設等の同時申込みの子ども数が多い家庭

希望する保育施設等の数が多い家庭

祖父母が近隣にいない家庭（高知県外、南国市外、南国市内（別居）の区分において、より前者であるも
のを優先する。）

保護者の勤務先が、希望する保育施設等から遠い家庭

　

基本指数と調整指数の合計が同点となった世帯間において、以下の調整順位の高い項目に該当する世帯を優先
とし、同じ項目に該当する世帯間においては、それ以外の項目において、より高い順位の調整項目に該当する世
帯を優先する。

調整順位

2

3

4

1

5

12

7

9

10

6

11

8


